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こ
れ
ら
三
つ
の
う
ち
、
①
と
②
は
任
意
で
す

が
、
③
の
電
子
取
引
は
義
務
と
な
っ
て
お
り
、

全
て
の
法
人
・
個
人
事
業
主
に
対
応
が
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
義
務
化
の
開
始
は
、
２
０
２
４

年
１
月
１
日
か
ら
と
な
っ
て
い
ま
す（
図
参
照
）。

Ｑ　
電
子
帳
簿
保
存
法
の
メ
リ
ッ
ト
は
何
で
す
か
？

Ａ　
三
つ
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

①
紙
か
ら
デ
ー
タ
に
よ
る
保
存
に
な
る
こ
と
に

よ
り
、
保
管
場
所
が
不
要
と
な
り
、
管
理
の

手
間
も
省
け
ま
す
。
ま
た
、
印
刷
に
か
か
る

用
紙
代
、
イ
ン
ク
代
の
削
減
に
な
り
ま
す
。

②
デ
ー
タ
に
よ
る
検
索
が
で
き
る
た
め
、
業
務

効
率
が
向
上
し
ま
す
。

③
デ
ー
タ
に
よ
る
確
認
や
作
業
が
で
き
る
た

め
、
テ
レ
ワ
ー
ク
対
応
が
し
や
す
く
な
り
、

コ
ロ
ナ
や
災
害
な
ど
万
が
一
へ
の
事
業
継
続

の
備
え
に
つ
な
が
り
ま
す
。

Ｑ　
電
子
帳
簿
保
存
法
に
は
ど
う
対
応
す
れ
ば

よ
い
で
す
か
？

Ａ　
２
０
２
４
年
１
月
１
日
ま
で
に
最
低
限
準

備
す
べ
き
は
義
務
化
さ
れ
た
電
子
取
引
の
保
存

で
す
。
対
応
手
順
は
次
の
３
つ
で
す
。

①
現
状
の
電
子
取
引
の
把
握

　
毎
月
発
生
す
る
納
品
書
、
請
求
書
、
領
収

書
の
う
ち
、
電
子
取
引
で
や
り
と
り
し
て
い

る
も
の
を
洗
い
出
し
ま
す
。
営
業
担
当
者
の

立
替
経
費
や
交
通
費
の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
に
よ
る

支
払
い
デ
ー
タ
な
ど
も
電
子
取
引
に
該
当
し

ま
す
。

　
電
子
メ
ー
ル
の
本
文
に
記
載
さ
れ
て
い
る

場
合
は
、
そ
の
メ
ー
ル
自
体
を
保
存
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
（
Ｐ
Ｄ
Ｆ
に
変
換
し
て
保
存

す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
）。
ま
た
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
な
い
場
合
は
、
画
面
の
ス
ク
リ
ー
ン

【
回
答
】
当
所
窓
口
専
門
家

誌上相談室 Q＆A　コロナ禍でペーパーレス、在宅勤務が大きく
進んだ企業がある一方で、中小企業ではいま
だに紙を使う仕事が多く残っているというの
が実情です。しかし、「改正電子帳簿保存法」
は、2024年1月1日以降に発生する電子取引は
必ず電磁的記録で保存しなければならないな
ど、法人から個人事業主まで全ての事業者に
影響がある制度です。
　そこで今回は、電子帳簿保存法の概要やメ
リット、対策について解説します。

　
髙
橋
　
史
郎
氏

【テーマ】
２０２４年１月１日までの対応が必須
「電子帳簿保存法」直前チェック！
やっておくべき最低限の準備とは？

Ｑ　
「
電
子
帳
簿
保
存
法
」
に
つ
い
て
教
え
て

く
だ
さ
い
。

Ａ　
原
則
と
し
て
紙
で
の
保
存
が
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
る
帳
簿
書
類
を
、
一
定
の
要
件
を
満
た

し
た
場
合
に
電
子
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
保
存
す
る

こ
と
を
可
能
と
す
る
法
律
で
、
次
の
三
つ
か
ら

構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
電
子
帳
簿
等
保
存
：
会
計
ソ
フ
ト
で
作
成
し

た
帳
簿
書
類
を
、
パ
ソ
コ
ン
で
デ
ー
タ
の
ま

ま
保
存
す
る
こ
と
。

②
ス
キ
ャ
ナ
ー
保
存
：
紙
で
も
ら
っ
た
請
求
書

や
領
収
書
（
以
下
、「
請
求
書
等
」）、
自
社
が

紙
で
作
成
し
て
、
交
付
す
る
請
求
書
等
の

写
し
を
ス
キ
ャ
ナ
ー
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等

で
読
み
取
っ
た
デ
ー
タ
に
し
て
保
存
す
る
こ

と
。

③
電
子
取
引
：
電
子
メ
ー
ル
等
で
や
り
と
り
し

た
取
引
先
と
の
取
引
情
報
の
ほ
か
、
ネ
ッ
ト
上

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
取
引
情
報
な
ど
を

デ
ー
タ
で
保
存
す
る
こ
と
。
取
引
情
報
と
は
、

請
求
書
や
領
収
書
、
見
積
書
、
注
文
書
、
契

約
書
な
ど
に
記
載
さ
れ
る
事
項
を
言
い
ま
す
。

税
理
士

引用元：国税庁パンフレット「電子帳簿保存法が改正されました（令和３年12月改訂）」

図.電子帳簿保存法の概要
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シ
ョ
ッ
ト
を
保
存
し
て
も
よ
い
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

②
電
子
取
引
の
保
存
方
法
を
検
討

　
　
デ
ー
タ
保
存
に
あ
た
っ
て
は
、
改
ざ
ん
防

止
や
検
索
機
能
な
ど
の
保
存
要
件
を
満
た
す

必
要
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
要
件
を
満
た

す
保
存
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

シ
ス
テ
ム
整
備
が
間
に
合
わ
な
い
、
資
金
繰

り
や
人
手
不
足
な
ど
相
当
の
理
由
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、「
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト

し
た
書
面
を
提
示
・
提
出
で
き
る
よ
う
に
」

し
、
か
つ
「
税
務
調
査
等
の
際
に
『
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
の
求
め
』
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
」
し
て
お
く
こ
と
で
、
猶
予
措
置
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

③
電
子
取
引
の
保
存
場
所
を
検
討

　
　
デ
ー
タ
保
存
場
所
に
つ
い
て
の
規
定
は
あ

り
ま
せ
ん
。
電
子
取
引
が
少
な
い
場
合
は
、

自
社
の
パ
ソ
コ
ン
や
サ
ー
バ
ー
に
電
子
取
引

専
用
の
フ
ォ
ル
ダ
ー
を
作
成
し
て
、
保
存
管

理
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
取
引
件
数
が
多

い
場
合
に
は
、
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

を
検
討
し
ま
し
ょ
う
。

　
電
子
帳
簿
保
存
法
に
は
、
仙
台
商
工
会
議
所

の
窓
口
専
門
家
を
は
じ
め
と
し
た
公
的
機
関
へ

の
相
談
や
、
国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認

す
る
な
ど
し
て
、
着
実
に
準
備
を
進
め
て
お
き

ま
し
ょ
う
。

受領
スキャン・読み取り

（電子メール等で）
授受

（会計ソフト等で）
電子的に作成した帳簿

電子的に作成した
国税関係書類 ①電子帳簿等保存

（電子的に作成した帳簿・
書類をデータのまま保存）

任意

②スキャナ保存
（紙で受領・作成した書類を

画像データで保存）

任意

③電子取引
（電子的に授受した取引
情報をデータで保存）

義務
取引情報

自社ネットからダウンロード取引先


